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意見を頂いた、中央棟東側の自販機エリアに屋根を設置する件につきまして回答いたします。自販機エリアに屋根を設置する場合は、新たな建物の建設になりますので、青葉山団地の景観へ配慮が必要になることから、学内の委員会等で審議を行い、了解を得た上で、予算（建設費用）を確保することが必要になります。また、建築基準法や消防法等の検討も必要になります。このため、今回の要望についてですが、今後、学内の委員会等の了解、予算（建設費用）の確保ができるように関係部署と協議を進めながら、検討を進めていきたいと考えております。
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